
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島外から転入して、市内の保育所等に

採用された保育士さんを対象に、 

３０万円（令和３年４月に増額しました）の一時

金と、月額５万円を上限（最大３年間）

とした家賃補助金を支給します。 

●対象となる方  ※❶～❹いずれも満たす方が対象です 

❶ 淡路島外から転入し、市内の保育所等に採用された保育士（市の正規職員を除く） 

❷ 民間賃貸住宅に居住し家賃を支払っていること 

❸ 所得基準を満たしていること 

❹ 市税の滞納がないこと 

※家賃補助については所得制限があります。詳しくは市のホームページをご覧ください。 

【保育所等とは】 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所 

【保 育 士 とは】 保育士資格を有し、1日 6時間以上かつ 1月につき 20日以上勤務する方 

市内の保育所等で勤務経験がない方 

●補助金の申請方法 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/hoikushi-kakuho.html 

申請書をＨＰでダウンロードし、必要書類を添えて下記の窓口までお申し込みください。 

 

 

 

豊かな自然・歴史・食にあふれる南あわじ市で、あなたも保育士になりませんか？ 

 

子育てゆめるん課では、安

心して子どもを預けられる

環境整備と保育サービス

の向上を目指しています。 

＜南あわじ市子育て応援シンボルキャラクター＞ 

だから住みたい南あわじ市！ 

南あわじ市は 

島外から移住して 
保育士として働く方を 
応援します！ 
 

【問合せ先】 兵庫県南あわじ市 

市民福祉部 子育てゆめるん課 

☎ ０７９９－４３－５２１９ 

〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺 22番地 1 

 

 

就労支援一時金 

  ３０万円 

家賃補助 

  月額５万円 

https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/site/yumerun/hoikushi-kakuho.html


 

南あわじ市  

 
 

 

 

 

●南あわじ市内の保育所等施設一覧  

●施設の類型● 保…保育所  こ…認定こども園  小…小規模保育事業所 

 

 

公 
 

立 

保 広田保育園 広田中筋 195-1 150 45-0040  

保 倭文保育園 倭文庄田 275 60 46-0654  

保 榎列保育所 榎列下幡多 432 120 42-2392  

保 八木保育所 八木鳥井 427 120 42-0559 土曜保育 

保 神代保育所 神代地頭方 1496-1 120 42-1252 延長保育 

保 志知保育所 志知佐礼尾 363 45 42-3101  

保 賀集保育所 賀集 1028 120 54-0458 土曜保育 

保 北阿万保育所 北阿万新田中 57-1 90 55-0075  

保 阿万保育所 阿万下町 41 90 55-0133  

こ 市こども園 市三條 886 175 42-0215 延長・一時預かり 

こ 伊加利こども園 伊加利 614-2 40 39-0026 土曜保育 

私 

立 

こ 福良こども園 福良乙 1198-1 130 52-0252 土曜保育・一時預かり 

こ 認定こども園 松帆北 松帆櫟田 198 40 36-2410 土曜保育 

こ 認定こども園 松帆南 松帆高屋 192 110 36-2344 土曜保育 

小 よつば保育園 広田広田 889-9 12 45-1551 土曜保育 

小 沼島よつば保育園 沼島 2368-1 

沼島総合センター内 
6 45-1551  

◆ 就労支援一時金・・・淡路島への引っ越し費用を支援

•南あわじ市内の保育所等に採用された保育士であって、採用日以後引き続き３ヶ月以上勤務した場合、

就労支援一時金として３０万円を支給します。（令和3年4月に金額を増額）

◆ 家賃補助金・・・就労し続けるための居住費用を支援

•就労支援一時金の交付を受けた者に対し、採用日以降最大で３年間（ひとり親保育士にあっては最大

５年間）、支払った賃貸住宅家賃の月額（公的賃貸住宅は対象外。また直接賃借料とならない共益費

等を除き、住宅手当受給分を差し引いた額）に3/4を乗じて得た額と５万円を比較して少ない方の額を、

家賃補助金として支給します。 ※所得制限あり

•ひとり親保育士については、３６月以降は家賃の1/2と３万円を比較して少ない方の額

•補助金は半年単位とし、年度内に２回支給（４月～９月分と１０月～３月分）。

対象の保育士の方には、子育てゆめるん課の職員や先輩保育士が、慣れない淡路島内で

の生活を全力でサポートします！ さあ、南あわじ市で保育士になろう！ 

保育士に直接支給‼ 


